
　

　＜連携の内容＞ 　＜連携機関名＞

　＜連携の内容＞
　＜いじめ対策委員会の役割＞

　＜学校側の窓口＞

　
　＜構成メンバー＞
・校外
学校運営協議会、民生児童委員、保健師 　＜連携機関名＞

・校内
校長、教頭、生徒指導主事、養護教諭 　＜連携の内容＞
該当担任、スクールカウンセラー、スクールソーシャルワーカー

　＜学校側の窓口＞

※ご心配なことがございましたら、各担任または生徒指導主事（谷口）・管理職までお声掛けください。

  児童一人一人が認められ、お互いに相手を思いやる雰囲気作りに学校全体で取り組むことで心理的安全性の確立を目指す。また、教師一人一人が分かり
やすい授業を心掛け、基礎基本の定着を図るとともに学習に対する達成感・成就感を育てる。また、キャリア教育の視点を意識した指導を推進し、自己有用感
を味わい自尊感情を育むことができるように努める。さらに、道徳や学級活動の時間を中心に、命の大切さについて指導をし、「いじめは絶対許されないことで
ある」という認識を児童が持つように、教育活動全体を通して指導する。そして、見て見ぬふりすることや知らん顔することも「傍観者」として、いじめに加担して
いることを理解させる。

（１）いじめを許さない、見過ごさない雰囲気づくりに努める。(心理的安全性の確立)
（２）児童一人一人の自己有用感を高め、自尊感情を育む教育活動を推進する。
　　①一人一人が活躍できる学習活動
　　②人との関わり方を身につけるためのトレーニング活動
　　③安心して自分を表現できる年間のカリキュラムの作成
　　④人とつながる喜びを味わう体験活動
　　⑤情報モラル教育を低学年から指導
（３）教職員研修　　職員の指導力向上のための研修会を行う。（Q-Uを活用した研修等）

③
　
い
じ
め
へ
の
対
処

①いじめ問題を発見したときには、学級担任だけではなく、学校長以下全ての教職員が対応を協議し、的確な役割分担をして組織的にいじめの解決にあた
る。
②情報収集を綿密に行い、事実確認をした上で、いじめられている児童の身の安全を最優先に考えると共に、いじめている側の児童に対して毅然とした態度
で指導にあたる。
③傍観者の立場にいる児童にもいじめているのと同様であるということを指導する。
④学校内だけでなく各種団体や専門家と協力して解決にあたる。
⑤いじめられている児童の心の傷を癒やすためにスクールカウンセラーや養護教諭と場合によってはスクールソーシャルワーカーとも連携を図りながら指導を
行っていく。
⑥家庭との連携を密にし、学校側の取り組みについての情報を伝えるとともに、家庭での様子や友達関係についての情報を集めて指導に生かす。

全 教 職 員

学 校 が 実 施 す る 取 組

①
　
い
じ
め
の
防
止

②
　
早
期
発
見

（１）いじめの早期発見のための様々な手段を講じる。
①「いじめはどの学校でも、どの児童にも起こりうるものである。」という基本認識に立ち、全ての教職員が様子を見守り、日常的な児童の観察を丁寧に行うこと
により、児童の小さな変化を見逃さない感覚を身につけるようにする。
②おかしいと感じた児童がいる場合には、教職員で共有し、より多くの目で当該児童を見守る。
③様子に変化が見られた場合には、教師が積極的に働きかけを行い、児童に安心感を持たせるとともに問題の有無を確かめる。解決すべき問題がある場合
には、教育相談等で当該児童から悩みや不安を聞き、早期解決を図る。
④「学校生活に関するアンケート」を毎月行い、児童の悩みや人間関係を把握して、いじめゼロの学校作りを目指す。どの教職員にも相談できるようアンケート
の様式をつくり、児童の相談窓口を広げる。
　
（２）いじめの早期発見のために、全職員が一致団結して組織的に問題の解決にあたる。
（３）児童の気になる行為や変化があった場合、家庭との情報共有を図り、早期発見につなげる。

・学校の基本方針をPTA総会等で説明し、学
校のいじめ問題への取り組みに保護者の理
解を得るとともに、PTA研修会や学級懇談会
等を活用したいじめ問題についての意見
交換の場を設定し、取組の改善に生かす。
・学級PTA活動の充実を図り、児童の実態を
把握し、早期発見に努める。
・インターネット上のいじめの問題やスマート
 フォン等の正しい使い方についてのPTA研
 修会を実施する。

・直後の職員会議や校内研修で全教職員へ周知する。緊
急の場合は朝礼で伝達する。
   校長、教頭、生徒指導主事、養護教諭

・真庭市教育委員会

・保護者支援専門スタッフ等の派遣

・真庭警察署

・非行防止教室の実施、定期的な情報交換

・教頭　　　　・養護教諭

・心理的安全性が確立された集団作りを目指し、いじめを許さない、見過ごさない雰囲気作りに努める。
・児童一人一人の自己有用感を高め、自尊感情を育む教育活動を推進する。
・いじめの早期発見のために、生活実態アンケートなど様々な手段を講じる。
・いじめが起きた場合、早期解決を目指すために、学校と家庭が協力して事後指導にあたるとともにまた関係機関と連携を深める。
＜重点となる取組＞
◎「いじめ防止推進法」上のいじめの定義に基づいて、いじめを認知し、組織的に対応する。
・「全員が４４名の担任」としての意識をもち、全職員で全児童を支援する教育相談体制を構築する。
・いじめについての認識を深め、Q-Uを活用した児童理解や学級経営等についての教職員研修を実施する。
・一人ひとりが活躍できる学習活動・教育活動を行う。　　・縦割り活動や交流会などで人との関わり方や自己高揚感を高める活動を行う。
・情報モラルに関する授業を実施する。

岡 山 県 真 庭 市 立 河 内 小 学 校 い じ め 防 止 基 本 方 針
令和8年4月　改訂　　

い じ め に 関 す る 現 状 と 課 題

・本校の昨年度のいじめの認知件数は 8件。遊びの中で相談してしつこく一人狙いをする、友だちの持ち物にいたずらをする、悪口や陰口、暴力行為を伴うものもあった。話を聞き取り、事実確認
を行い、その都度指導を行った。その後も様子を継続して観察し、面談を行い確認をしていく。
・タブレット端末、インターネット、スマートフォン等の利用も増えており、ネット上の児童のやりとりなど実態を十分に把握しにくい現状がある。タブレットの使い方については、年度当初に再度、児童
と確認した。
・早期発見、未然防止の取組のため、毎月のアンケート・ＱＵ検査の活用、職員研修、分掌連携など組織として取組を継続し、児童一人一人が自己有用感をもち、自尊感情を高めるための集団づ
くり授業づくりの研修の充実に努める。今年度もアンケートを行ったり細やかな観察を行ったりしながら児童理解に努め、いじめの早期発見･未然防止・適切な対処を行うと共に、人権意識を高める
指導等についての職員研修を行い、指導力の向上に努める。

い じ め 問 題 へ の 対 策 の 基 本 的 な 考 え 方

・生徒指導主事

保 護 者 ・ 地 域 と の 連 携 学 校 関 係 機 関 等 と の 連 携

い じ め 対 策 委 員 会

・職員会議毎に開催し、児童の実態の把握につとめる。緊
急を要する場合は対応を協議する。
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